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○野依座長 それでは、ただいまから教育再生会議合同分科会を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙のところお集まりいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

（プレス退室） 

○野依座長 では現在、第三次報告取りまとめに向けた審議を精力的に進めているところ

でございますけれども、委員の皆様にはこれまで大変熱心にご議論いただいておりますこ

と、大変ありがたく思っております。 

 本日は昨日までに皆様からいただきましたご意見を踏まえて、修正いたしました第三次

報告案についてご審議いただきたいと思っております。よろしくご協力をお願いしたいと

思います。 

 それでは議事に入らせていただきますが、まず第三次報告構成総論案についてご審議い

ただきます。事務局から資料を説明していただきますが、本日の資料、第三次報告の案に

つきましては、取りまとめが近いこともありまして、本日も回収させていただきますので、

よろしくご理解賜りたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○山中副室長 それでは今回の第三次報告構成の総論案でございます。７つの柱について、

先ず「学力の向上に徹底的に取り組む」、ここのところは大体前回と同様でございます。

理科教育強化のために、教科書の改革、小学校専科教員の配置を進めるというのを、全国

学力調査、ＰＩＳＡ調査のところに入れております。また、次の項目の６-３-３-４制の

弾力化により伸びる子を伸ばすというところについて、理解に時間のかかる子に丁寧に指

導するといったように、少し詳しく丁寧な説明にしております。 

 英語教育のところは前回と同様でございます。 

 「徳育と体育で健全な子供を育てる」、このあたりは徳育を教科とし、あるいは体力、

スポーツ、体験活動など、前回と同様でございます。 

 ３番目の柱、「大学・大学院の抜本的な改革」でございますけれども、ここの大学・大

学院教育の充実については前回と同様です。 

 次の「国立大学のマネジメント」のところですが、この柱のところで、マネジメント改

革をみずから進めるということ、あるいは「国立大学の学部長」のところを、「学長によ

る学部長人事の掌握」といった表現、「学部の壁を超えた効率的な教育指導体制」といっ

た形にしております。これはまた各論の方と連携するところでございます。 

 ４番目の柱の、「学校の責任体制の確立」のところは、前回と同様で、マネジメント改

革、子供の教育に専念できるよう教員を応援するということでございます。 

 それから５番目の、「現場の自主性を生かすシステムの構築」というところで、ここは

学校の情報公開、適正な競争原理の導入、３番目の項目の、多様な分野の社会人等から教

員を大量に採用―採用者の２割以上を目標にというところを明確にしたところでござい

ます。また、教員養成のあり方につきましても、これまでの議論等を踏まえて、教員養成
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を抜本的に改革するというところを一つ柱として立てたところでございます。内容はまた

各論の方でご議論いただければと思います。 

 また６番目の柱、「社会総がかりでの子供、若者、家庭への支援」ですが、連携システ

ムを総合的に支援というところで、必要な法的措置というところを、これもまた各論でご

ざいますけれども、加えさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○野依座長 どうもありがとうございました。それではご意見を賜りたいと思います。ど

うぞご自由にご発言ください。 

 では、渡邉委員どうぞ。 

○渡邉委員 これは事務局からだと思うんですが、最後のところに、提言の具体的な実現

が図られるよう、フォローアップのあり方についても検討したいということで、１行書か

れていることで少し安心をしているわけですが、例えば、この徳育を教科とするというこ

とに関して、こちらで決めている内容について、どのように実現が図られるようフォロー

アップをしていくのかということは、事務局に聞いたらよろしいのか、誰に聞いたらいい

のかわからないんですが、とにかく今後、これが例えば第三次報告を出したと、その後に

この徳育が教科化されるまでのストーリーとかシナリオはどうなっているのかというとこ

ろをお聞きしたいというふうに思います。 

○野依座長 では、事務局よろしくお願いします。 

○山中副室長 教育再生会議の提言を受けまして、これは二次報告でもこの点については

提言をしておりますので、具体的なところをどう落とし込んでいくかというあたりは、中

央教育審議会のほうで今、教育課程についての議論をしております。そこで学習指導要領

をどんなふうな形に改訂していくかという内容について、議論をしているところでござい

ます。 

 そこでこの提言を受けまして、どういう形でその徳育の教科化というところを具体的に

していくかという議論は、行われているところでございます。そこについての中央教育審

議会、ここの結論というものを受けてその結論を受けた形で、では具体的に学習指導要領

というものをどう改訂するかを文部科学大臣が決めると、そういうことになってくると思

っております。 

○土居室長代理 追加的にご説明いたしますと、各論の方で詳しく書いておりますけれど

も、教育再生のフォローアップにつきましては、最終報告に向けてさらに具体的にどうい

う仕組みをつくってどうするのということを、１月の合同分科会、数回予定してございま

すけれども、そこで議論をして最終報告に盛り込むと。そのシステムでこの全体の提言を

フォローしていくというそういうやり方になっておりまして、今の段階ではちょっとこの

フォローアップの仕組みもまだ議論されていませんので、ご了解いただきたいと思います。 

○野依座長 では、葛西委員どうぞ。 

○葛西委員 最終報告で入れられるということでありますから、そのとき議論すればいい
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のかもしれませんが、提案の方向が出たものに対して、それをどのように実施していくか。

実施していくためにどのような担保措置をつくるのかが、全体の鍵になると思います。 

 私は国鉄の分割民営化の過程で第二臨時行政調査会、国鉄再建監理委員会、それから分

割民営化の実施と３段階にわたってその中に身を置いていたので、参考までに申し上げて

おきたいと思うんですが、この教育再生会議は国鉄改革でいうと第二臨時行政調査会のよ

うなものと見ることができます。第二臨時行政調査会は「５年後までに国鉄を分割民営化

せよ」という方針を出しましたが、その５年の間、では誰が舵を取って改革を進めるかと

いう議論がありました。それは実行機関として、国家行政組織法３条に基づく、いわゆる

行政機関として新しいものをつくるのか、あるいは８条に基づく諮問機関として設置する

のか、いずれにするかという論点でした。 

 結果的にそれは８条に基づく国鉄再建監理委員会として置くことになったんですが、も

う一つの論点は、この８条機関を運輸省の下に置くのか、総理府の下に置くのかというと

ころでした。もし、これが運輸省の下に置かれていたら、分割民営はできなかっただろう

と思います。自分たちがやってきたことを自分で直していくという形では、一生懸命善意

でやっていても、そこにはそれまで国鉄を管理してきた張本人としての自己保存本能がど

うしても働きますので、抜本的な改革はできない。当時は、国鉄も運輸省も分割民営に反

対でしたから、やはり改革はできなかったと思うんです。これを総理府に置いたことが成

功した第一の秘訣だったと思います。 

 それからもう一つ、国鉄再建監理委員会で５年間にわたって議論をしていた当時のこと

です。教育再生のタイムスパンはもっと長いかもしれませんが、長期にわたっていろいろ

議論や行動、また舵取りやフォローが行われる。しかし議論さえあれば、それを聞き流し

ていれば、実績を得ないままにそれは時間とともに頭の上を過ぎて終わっていくという形

ですと、改革は絶対できないだろうと思います。そこで改革のための担保措置が必要にな

るわけで、国鉄の場合にはまず採用を全面停止しました。大量退職の時代に入っており、

余剰人員が多く労働生産性が低いことははっきりしておりましたので、こちらから頼んで

第二臨調の答申の中に、緊急措置として採用を全面停止するということ盛り込んでもらっ

た。また、公共事業を利権として、それを食いものにしている政治家も多いし、またそれ

とつながっている国鉄や運輸省の人間も多かったので、新規工事も全面停止する、安全に

関わらない新規工事は実施してはならないという形にしました。 

 この２つは、何かの新しい措置がとられたときに、初めて鍵をあけてもらえるという仕

組みになっていたので、大変有効でありました。すなわち、分割民営化が実施されない限

り、採用は止まったまま、安全に関わらない新規工事はゼロという状況をつくったことで

退路を断ち、停滞もできなくなったのであります。この状態で、私は労働組合対策をやり

ましたし、予算で公共事業的投資を削っていった人もいましたが、いずれも非常にいい効

果を上げることができたと思います。 

 教育再生も全く同じもので、戦後60年間にわたって公教育は悪化の一途をたどってきて、
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そして今、非常に看過できない状況になったという段階で、教育再生会議がでてきている

と思うんですが、それをやってきた当人が自分ですべてを変えていくというのは無理です

から、改革を実施するのは教育サイドの人たちがやるんでしょうけれども、舵を握るのは

別のところに置くべきである。それと同時に、何か改革が行われない限りは惰性で動くこ

とができないようにするといった担保措置をつくる必要があると思います。その仕組みが

あるかないかによって、この教育再生会議が単なる議論倒れに終わるか、それとも何らか

の抜本的な改革につながっていくかという分かれ目になるのではないか。それが改革に実

効性をもたせる要諦ではないかと思います。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 では小野委員どうぞ。 

○小野委員 今の葛西委員の考え方、私もある意味で正しいと思うんですけれども、ただ、

国鉄改革と教育とは、ちょっと要件が違うんで、やっぱり仮に同じ論理を当てはめると、

教育について予算を増やすことをこれからずっととめておくと。改革しなければ増えない

というふうになると、これは犠牲者は国民ですから国鉄の労組とは違うので、そこはちょ

っと私は違う面があると思うんです。だから、私が強く申し上げたいのは、例えば徳育に

ついても、私は教科書をつくるべきだと思いますけれども、これはやっぱり議論を十分尽

くした上で、バランスのとれた教科書をぜひつくってほしい。これは文科省にはぜひ検討

してほしいと思うわけですけれども、検定が非常に難しいという意見が確かに一つありま

す。ただ、これは先ほどの議論でも人の精神の内部に入り込むというんではなくて、民間

がきちんとした良い検定の教科書を申請できるような基準をつくれば、私はいいと思うん

ですね。それは基準をつくる方向でぜひ文科省に検討していただきたい。これは今、国が

これだけ乱れている中で、国家として徳育にしっかりした方針を出さないと、私はいけな

いと思いますので、ぜひ強調したいと思います。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 白石委員どうぞ。 

○白石委員 事務局は短期間の間にお取りまとめをいただいて、非常にありがたいんです

けれども、また最終段階の会議なので厳しいことを申し上げたいと思いますが、私は５ペ

ージほどの意見書を出させていただきました。誰のご判断でこの修文がなされたのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 前も申し上げましたけれども、地域の自主性とか、創意工夫とか、国が関与するのでは

なく、あくまでも地方が率先して取り組むとか、やはり学校現場への権限委譲とか、いろ

いろな思想のもとに検討してまいりましたし、時代のその先端知を生かした教育システム

のあり方ということを言ってきましたし、既にもう実践されているようなことはなるべく

削除して、これからの具体的な動きに通じるものを、鋭角的に書いていこうということを

運営委員会の中でも、これは皆さん合意を得ていたことではないかというふうに思います。

そういう観点で、私が提出したところと今回の修正案を見ると、まだ何でこういうことが
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書いてあるんだろうということが散見されるんですね。 

 具体的に申し上げていると切りがないんですけれども、全国教育サミットの開催、これ

も一つの仕掛けではありますけれども、この最終提言にこれを書くことによって、間違っ

た印象を与えると思うんですよね。果たして全国教育サミットをやって学力に直結するの

かどうか。それであれば、例えば、私も入っておりますが、既に行われている１都７県の

教育委員会の教育委員会議で、それぞれの学校現場の工夫を話し合うとか、幾らでもやり

方があると思うんですね。幾つかの選択肢があることを、いろいろなアプローチ、多様な

方法論があるところを一つだけ抜き出して書くと、非常におかしい印象を与えます。 

 「ものづくり」のところも、今、金融教育、環境教育、食の安全、いろいろな教育分野

があって、産業構造から見ても「ものづくり」というのはかなり減っている。これが非常

に大事なことはわかるんですけれども、いろいろなことを地域が地域のその頭で考えて教

えていくということを推進していくわけで、ここだけを取り出して書くと、すごくおかし

く聞こえるんですね。 

 だから誰がどういう判断をされて、この文言を最終的にお出しになったのかわかるよう

に、ぜひ説明をしていただきたいと思います。 

○野依座長 事務局、よろしくお願いします。 

○小野委員 もう各論に入っていいんですか。 

○野依座長 今、総論についてご議論させていただいております。後ほどでいいですか、

白石委員。 

○白石委員 はい。 

○野依座長 今は、総論についてご議論いただきたいと思います。 

○小野委員 すみません。野依座長、ちょっと反論するようなんですが、総論というもの

は各論の中から大事なことが出てきていると思います。 

○野依座長 そういうことです。 

○小野委員 ですから、総論、各論あわせて議論をしていただいたほうがよろしいんでは

ないかと思います。 

○野依座長 では、事務局。 

○山中副室長 この資料につきましては、運営委員会のほうでご議論いただいたもの、確

かに鋭角的に明確に教育再生会議、この第三次報告で主張するところがわかるようにとい

うところで、特にその点につきましては、総論となっておりますけれども、この３枚紙、

この総論のほうでしっかりと明確な主張といいますか、訴えることがわかるようにして、

それであと各論の部分、これは今まで10月23日の総会以降、毎週合同分科会で議論してい

ただきましたので、そこで出されました皆様のご意見、そういうものを踏まえながら、た

だいろいろな意見がありますので、それを踏まえながらまたご意見もいただきながら、整

理してきたというところでございます。 

 それに対して、運営委員会の中でもご議論ございましたけれども、やはり今まで出てき
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たご意見というものは踏まえた形で、この各論部分のほうはまとめていく。総論のほうは

もっと明確にここを打ち出したいという、第三次報告で打ち出したいというところが明確

にわかるような形にしたらどうかというご議論ではなかったかというふうに思っておりま

す。 

○白石委員 いや、おっしゃっていることはわかるんですが、それぞれ委員が出されたペ

ーパーを、どういう価値判断でこの最終形を仕上げていらっしゃるかということなんです

ね。今、総論の議論を中心的にしていると思うんですが、総論を見ると小中一貫校の制度

化と書いてありますよね。その各論のところを見ると、子供の発達に合った教育のため、

小中一貫教育を推進すると。これがすべての解なのかというと、小中一貫でなくても子供

の発達に合った教育はできます。ですからまず各論をきっちり固めてから、その中から必

要なことを総論編に私は載せるべきだと思うんですね。間違っていますか、申し上げてい

ること。 

○野依座長 では、各論を説明していただいて、そしてご議論いただきましょうか。 

○葛西委員 その前に、一言だけいいですか。 

 さっき小野委員のお話しがありましたが、私は小野委員の意見に全面的に反対ではあり

ません。教育は片時も停滞してはならない。しかし、鉄道輸送も片時も停滞してはならな

い。同じなんですね。一方で、そのやり方は教育の場合と鉄道の場合で違ってくるだろう

ということはよくわかります。 

 ただし、先ほどお話ししたように、いろいろな予算の要求だとか新しい試みだとかいう

ときに、今までそれをずっとやってきてこれまでのことに責任のある人と、そうでない人

では取り組み方に違いが出ます。例えば、国鉄の分割民営化でいうと、国鉄再建監理委員

会というのは、運輸省の強い反対にもかかわらず、総理府に置きました。そういうところ

に話をきちんと通し了解を得た上で初めて、予算要求などができるという形にするのがい

いのではないかと思います。今のままの形で、今のままの状況で、その惰性の上に改革を

やろうと思うと、改革は絶対できなくなってしまいますので、要諦をおさえる権能を持っ

た組織を総理の下につくる。それは小さなものであるほどいいんですよ。大きな組織をつ

くるのはよくないんです。そして、実施部隊は改革の遂行についてそこから了承を得る努

力をすべきであります。私はそういう意味で申し上げております。 

○小野委員 私はとにかく、６年間例えば国立大学法人の運営費交付金を減らしています

から、それは６年でやめて、その間に改革をして、その次はやめようということを言って

いるわけですから、それはそんなに違わないですね。 

○野依座長 それでは事務局、その各論を説明していただいて、それであわせて審議した

いと思います。 

○山中副室長 各論でございますけれども、初めのところは池田代理と相談して書いて新

しく加えさせていただいた部分でございます。基本的な考え方ということで、『社会総が

かりで「自立して生きる力」と「共に生きる心」を育む（案）』という。あと、第三次報
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告の重点ということで、新しいシステムの問題をやった点と、それからこれまでの改革を

さらに進めるんだという点、これは一次報告のところでも強調しておりました教育再生の

原点、それから横並び主義とか画一主義、これに偏することなく、地域の自主的な取り組

みを支援する。そういうものを通じて希望と安心の教育の実現という流れになっておりま

す。 

 「学力向上に徹底的に取り組む」というところでございます。これは前回の議論も踏ま

えまして、ＰＩＳＡの調査結果も踏まえた形での理科教育についての充実という点、理科

の専科教員の配置等を記述したところでございます。あと、全国教育サミットの点、これ

はご意見として白石先生からもいただいたところですが、一応この点は残して書いている

という状況でございます。 

 また、「６-３-３-４制の弾力化により、伸びる子は伸ばし、理解に時間のかかる子に

丁寧に指導する」という部分。ここは大体前回と―先ほどの表題のところの表現は、若

干丁寧にしておりますけれども―変わっておりません。 

 それから「年齢主義の見直し」のところ、この点につきましては、特定の教科について

上の学年で学べるようにする。この辺は一般的にできるようにというような表現ございま

したけれども、この辺は削除しております。 

 次の「英語教育の抜本的改革」というところで、研究開発学校等の弾力化により、小中

一貫の全学年での英語科の設置など、先進的な取り組みというものが書き加えてあります

ので、その点を加えております。また、コミュニケーション能力ということが分かりにく

いというご指摘もありましたので、これを踏まえて、ヒアリング、音読等のコミュニケー

ション能力という形でその点を詳しく書いております。 

 また次の「教育支援コンソーシアム構想」のところで、総合大学、教育委員会、学術関

係団体、ＮＰＯ等、これは中心になるのが、大学や教育委員会等であろうということで、

その点を明確にしております。 

 また時代に合った教育内容の充実ということで、この点、主権者教育という言葉が一番

上にございましたけれども、国民としての権利に関する教育ということで、その点も加え

させていただいているというものでございます。 

 以上でございます。 

○野依座長 どうもありがとうございました。各論の方が詳しく書かれていますので、こ

ちらを中心にご議論いただいて、そしてその表現が総論に反映されるということになりま

すね。ですから、各論を中心にご議論いただき、そしてそれの表現についてまたご意見賜

りたいと思います。よろしゅうございますか。 

 それでは渡邉委員どうぞ。 

○渡邉委員 先ほどの続きなんですが、徳育ということに関しては、指導要領に関係する

ので中教審が審議をして、そして文科大臣が決定するという段取りだというお話を伺いま

した。それでよろしいですか。 
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 そうしましたら、例えばほかにバウチャーのモデル事業を行うとか、例えば学校の情報

公開、例えば評価をするとか、メリハリのある給与体系とか、私が一番危惧するのはこれ

で終わってしまうことですから、繰り返し申し上げますが、それぞれに対して総論、各論

のストーリーを最終的な総まとめの段階では見せていただきたいんですね。それはどうし

てかというと、国民がこの案は誰がつぶしたかがわかるからです。要するにこの案に対し

てどこの段階でつくれるのか。要するに国民としても要するにこういう案が出てきました。

それを例えば新聞で見ました。それを見た段階で、ああいいことを言っているなと思って

も、このあとそれはどう実現されていくのか、どういうプロセスなのか、全然わからない

と思うんです。今、私も初めてわかっているところもありますし。ですから、それを明示

していただいて、そしてそのプロセスを追っていけば、誰がつぶしたのかということが明

確になるような形にしていただきたい。 

 というのは、例えばメリハリある給与体系ということ一つとっても、書くのは簡単です

が、本当にできるんですかと。僕はできるわけないと思っていますから。今の教員の成績

給で。実は今日午前中に、神奈川県の教育委員会のことで打ち合わせがあったんですが、

今回、成績給を初めて導入しました。賞与のその差は、上と下では0.05カ月ですよ。ミク

ロの決死隊ですよ。上と下で0.05しか違わないで大騒ぎしているんですよ。それでどこが

メリハリですか。そうしたらここでメリハリつけると簡単ですよ、書くのは。だれだって

書けますよ。でも本当にメリハリつけようと思うんだったら、どこをどうやって動かして、

どこでどう、例えば法律を変えて、誰がどうしなかったらできないんだというところまで

明示するのが、私たちの責任だと思うんですよね。ではないと本当にもう何のために集ま

っていたのか何もわからないということで、具体的に、私はだからこんなにいっぱいあっ

たらストーリーがいっぱいあり過ぎてわけわからなくなると思いますから、これだけはス

トーリーを追いかけていこうよと。再生会議としては、これは今回、絶対実現しようよと

いうようなものをある程度明確にした上で、そのストーリーを明確にするということが必

要なのではないかなと思います。というのは、それほど現場に近づけば近づくほど、この

１行１行が変えられにくいことだということはよくわかりますから。だから絵に描いた餅

はやめたほうがいいということで、繰り返しお願いしたいとご提案申し上げます。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 ほかに「学力の向上に徹底的に取り組む」の部分につきまして。 

○小野委員 今の全国教育サミットですけれども、これは本当に何の意味かわからないの

で、私はこういうものを書かないほうがいいと思います。これはどういう趣旨で書かれて

いるんでしょうか。何をやるんでしょう、この全国サミットは。 

○野依座長 どうぞ。 

○山谷総理補佐官 全国学力・学習状況調査が行われまして、いろいろ県や、あるいは教

育委員会が、自分たちのところの状況が分かってきまして、教育者、関係者にヒアリング

をいたしましたところ、良い例を知りたいと。それからどうしてもうまくいかない、引っ
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かかっているという悩みも分かち合う場所とか、あるいは生活習慣ですね。早寝早起き朝

ごはん、うまくいっている学校はなぜうまくいっているのかなど、そういうことを意見交

換して改善できるものはしていきたいというような声があったものですから、このように

書かせていただきました。例えば、秋田県について、ＮＨＫで特集をしたらとってもよか

ったという評判があったわけですよね。 

○小野委員 教育委員会がやるんですか。 

○山谷総理補佐官 これは希望するところが、それから良い例はお示しをお願いするとか、

いろいろなやり方があっていいと思うんですけれども。 

 また、メリハリある給与体系については、今また中教審での審議段階です。 

○野依座長 どのぐらいのメリハリがつけば、メリハリがついたというふうにご判断にな

りますか。 

○渡邉委員 ちなみに私の学校では５カ月です。ですから0.05と100倍違います。メリハ

リがですね。年間５カ月違います。 

○小野委員 今の給与の点は、確かに給与表を改める、主幹教諭なんかの表をつくるとい

うのはかなりメリハリつくんですが、それ以外の要素としては、私が提言しています調整

額、教職調整額４％を廃止して、残業の状況によって手当を配分するということにすれば、

かなり差がつくと。今は一律４％ですが、これはやっぱり問題があるんです。これはぜひ

改革をしてほしいと申し上げておきます。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

○葛西委員 そういうメリハリをどこで判断するかについては、例えば従来の意思決定シ

ステムの他にチェック機構をつくり積極的に行っていくということは効果があると思いま

す。世の中の常識に照らして、0.05ヶ月の差というのは本当に問題にもならないですね。 

○野依座長 では品川委員どうぞ。 

○品川委員 ありがとうございます。いろいろと細かいことを申し上げました。事務局の

皆様には御礼申し上げます。 

 先ほど葛西委員がおっしゃった監督する部署をはっきりするということ、これはすごく

大事だと考えます。過日大阪で講演しましたときも、大学で講演しましたときも、多くの

方が再生会議の議事録をフォローされておられます。細かい指摘を受けるんですね。ただ、

共通しておっしゃることが、いいことを言ったとしても、どうせ実現はできないでしょう、

役人はやらないでしょう、政治家もやらないでしょう、というようなことです。そうおっ

しゃる方が、現場の教育者も学者も地方行政の方も、本当に多い。不思議なくらい「所詮、

絵に描いたもちだ」と決め付けられます。 

昨日も教育政策一筋という教授からそういった話を伺いました。再生会議の報告書に

書かれてあることが本当に実現できたら、日本の教育は変わっているよ。僕は70年代から

言っているけれど何も変らない、できないと。それが日本の教育なんだ、教育行政だと厳
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しいご意見を賜りました。こういったご意見は地方に行ってもよく聞きます。会議でいく

らいいことを言っても、私たちのところにはおりてこないでしょうと。やっぱりそれでは

だめなんです。 

例えばこういうことがあるんですね。環境教育をやります、自然体験をつませましょ

うと。そうすると、環境省も農水省も文科省も一致団結する。ところが法務省が裁判員制

度を導入するのでぜひ学校教育でもとなると、なかなかスムーズに一致団結できない。省

庁権益がぶつかるとできなくて、一致するとできるというのは、制度上わからなくもない

のですが、それはやはり本末転倒だと思うのです。環境教育も司法教育も、役所のために

やるのではなくて子供たち、若者たちのためにやるわけですよね。 

ですから、我々が何十回と集まって検討し、形にしていった報告書です。どこの箇所

は誰が責任をもって具現化するのか監督部署をあきらかにし、また具現化できているかど

うか確認できるようなシステムを、官房に直結するのかどうかわかりませんが、そこまで

ぜひ提案していただきたいと考えます。そうしませんと、幾らこうやって多方面から多角

的に検討して報告書を出しても、結局、一元化した窓口がなければ文科省は文科省、農水

は農水、経産は経産となってしまって、今の状態と何も変わらない。結局、財務省は予算

を削減することばかりですから子供たちや若者たちの権利を保障するような従来の枠組み

を超えた取り組みには着手できません。で、制度と情報のニッチに落ち込んで不利益を被

るのは、子供や若者たちなのです。学校にも所属しない、あるいは形上は所属していても

不登校など学校不適応を起こして学べないでいる子供たち、就業できないでいる若者たち

の権利保障、権利回復を視野にいれた提言にしませんと事態は変わらないでしょう。 

 霞ヶ関の官僚の方たちの中にも地方自治体の行政マンの方々の中にも、少しでも子供た

ちや若者たちのためにできることをといろんなことを考えておられる方、やりたいと思っ

ていてもできない方がいっぱいいらっしゃる。そんな彼らが働きやすくなるようなシステ

ム作りを提案すること、法整備を整えることが大事で、それが確実に子供や若者たちの成

長発達権や自立する権利、社会に参加する権利などを守っていくことにつながると思って

おります。これが、一点です。 

 それと、多少細かいことを申し上げてもよろしいでしょうか。 

○野依座長 手短に。 

○品川委員 はい。手短にいきます。 

 まず事務局の皆様には、私がしつこく繰り返し申し上げた子供たちの学びのスタイルや

成長発達権などの権利保障等たくさん取り入れていただきましたこと、深く御礼申し上げ

ます。 

 そのうえで、さらに申し上げたいと思います。最後の、動き出す教育再生のところに地

域経済の疲弊や家庭の教育力、養育力の低下による格差が指摘されていると書いていただ

きましたことは本当にありがたく存じます。これはいつも申し上げておりますワーキング

プアや虐待やネグレクトなどを含む低養育力家庭とかのことなのですが、ぜひこの部分を、
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「はじめに」のところにも書いていただきたいと存じます。と申しますのも、この冒頭部

分こそ多くの人たち、メディアも教育関係者もじっくり読むところだからです。後半の細

かいところにいいことをいくらたくさん書いても、それが世間の人々に読まれ、吟味され、

活用されていかなければ子供や若者たちにとっては意味がない。 

ワーキングプアの問題も、地方に行けば行くほど痛感させられます。でも、ワーキン

グプアは民間の話なんですね。学校の先生もそれから教育行政の方も公務員でしょう？ 

だから私のような取材者から見ますとリアリティが、本当に疲弊している子供や家庭の気

持ちが、伝わりにくいのではないかと思うことが多々あるのです。再生会議はそういった

諸々の環境要因も視野に入れて検討しているわけですから、読み手にすべての子供たち・

若者たちの将来の自立権や社会参加する権利を保障することを踏まえた教育をしていかな

ければいけないことを理解してもらうためにも、ぜひ「はじめに」のところにも書いてい

ただきたいと考えます。 

 それから英語教育のところです。コミュニケーション能力云々というのは、私が申し上

げたことですが、ご存知のように日本の英語教育はこれまで文法を大事にしてきた歴史が

ございます。今現在、英語を自由に話すことができる方々のベースにこういったがっちり

した文法教育があるのはまぎれもない事実で、その点を私は高く評価しています。文法が

しっかり入っているから、それが基礎基本となって、今ここにいらっしゃる皆さん方も、

自由に英語ができるわけです。コミュニケーションと言いますと、どうしてもヒアリング

と会話にだけ力を入れてしまいがちです。でもそうなると、どうなるか。お恥ずかしいの

ですが、私のような小学校の帰国子女の多くが、発音はよく、ぺらぺらしゃべることはで

きても文法が苦手になりがちです。いくら英語を学んでも、日本語で論理的に意見をいえ

たり、情報を批判的に吟味したりする力がなければ元も子もないわけですし。英語教育の

目的は、日常的な会話をペラペラしゃべれるようにすることなのか。それとも英語で自己

表現でき、国際舞台で活躍できるようにするためのベースを作ることなのか。そこのター

ゲットの置き方で、教育内容も変わってくると思いますが、どちらの場合においてもコミ

ュニケーション能力の強化を軸に指導すると同時に、文法をないがしろにしないというこ

とを入れていただきたいということが２点目です。 

○野依座長 それでは時間もたっておりますので、次に移らせていただきたいんですけれ

ども、その前に、各論の議論を受けて、総論の学力向上の部分についていかがでございま

すか。 

○白石委員 端的に短く書くという努力はしていただいているんですけれども、欲を申せ

ば、各論の趣旨がそのまま総論に反映されているかどうかというところが、言葉足らずの

点が私はあると思います。ですから、この総論だけを見ると相当誤解を招きます。それで

各論を見るともっと誤解を招くので、私はこの段階でまだまだ点数をつけるとすると、60

点に足りないので、修文をさらにお願いしたいと思います。 

○野依座長 ありがとうございました。 
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○小野委員 一点だけ。小宮山委員が話された教育院のところなんですが、この「教育支

援コンソーシアム」だと何か民間のＮＰＯみたいに思われるので、「大学発教育支援コン

ソーシアム」とか、大学が中心になるんだと入れていただけませんか。大学がメインにな

っているように。名前として。 

○野依座長 中嶋委員。 

○中嶋委員 英語教育のところだけ、品川委員の言うことはよくわかるんですけれども、

だから文法を軽視するというんではないんです。だけれども、日本のこれまでの英語教育

は、ほとんど90％がＳＶＣとかＳＶＯとかやってきたので、日本のコミュニケーション能

力としての英語がもう非常に劣ってしまっているんで、これを小学校で入れるという新し

い画期的な動きがあるのです。そこのところはやっぱりコミュニケーション能力を主軸に

というのはもう色々議論をした上があり、ここに入れてもらったのです。 

○品川委員 おっしゃることはよく理解しております。私が危惧するのは、第三次報告を

お読みになった方が、文法をやらなくていいんだとか、文法よりも会話に力を入れろと国

は言っているのだと誤読されないかという点です。これまでの報告に対する報道や発言等

を見ていますと、どうしても偏った理解をされることが少なくない。教育はその個人の知

識や経験をベースになぜか汎かして語られることが多いからこそ、危惧するわけです。実

際、自治体によってもいろいろでしょうが、英語教育における文法教育は従来ほど重きが

おかれていないと現場を見ていると痛感します。要は、文法にしても会話やヒアリングに

しても、認知と学習スタイルの多様性を視野に入れた、視覚化聴覚化、あるいは構造化さ

れた指導方法が徹底されていない点が課題だと思いますが。現状では、ディスレクシア児

童及び若者はまるっきり対象外ですから。 

○中嶋委員 いや、そんなことはない。文法はむしろ…… 

○白石委員 それは言わずもがなの話なんではないですか。 

○中嶋委員 文法はもうそれこそコミュニケーション能力がついた上で、きちんとした文

法を語学としてはやる。それを散々やっているんですよ。それだけでずっと明治以来の英

語教育がここまで来たのが現在の結果だから、そこは大丈夫ですよ。ですからここで文法

を入れてしまうと、また英語教育は従来の英語でいいんだなということになってしまうん

ですよ。 

○葛西委員 私は文法は入れたほうが良いと思いますね。 

○野依座長 ご議論はありますけれども、まだ書きぶりについては、後でご相談させてい

ただきます。両方大事だということはよく承知いたしました。 

○白石委員 野依座長、30秒いいですか。 

 この英語の骨子のところで現場の進んだ取り組みに歯どめをかけないと、こういう消極

的な言い方で果たしていいのかどうか。これを支援していくんではないですか。ブレーキ

をかけない話を、あえてここに入れる必要性はありますかね。その文法の話もしかりで、

日本語の対話、意思疎通能力の育成にも配慮すると、こんなことをここに書いてあるだけ
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で、もうすべての委員の意見を聞いてバランスとったなというのがここだけで読めるんで

すね。 

○野依座長 前向きに表現していただきたいと思います。 

 次にまいります。徳育の問題、事務局お願いいたします。 

○山中副室長 徳育につきまして、「２、徳育と体育で健全な子供を育てる」ということ

で、ここは徳育を教科とし、感動を与える教科書をつくるということで、第二次報告のと

ころを明確に本質を打ち出したというところでございます。 

 また、国は脳科学等の科学的知見と教育の関係について、基礎的研究をさらに深めると。

その知見をもとに発達に応じた徳育、体育のあり方、効果的な教育手法を用いて整理して

活用するという文を加えさせていただいております。ここも大体二次報告のものを整理し

たものでございます。 

 あと、体育、スポーツ、体験活動等については、前回と同様でございます。 

○野依座長 ご意見ありますでしょうか。 

○葛西委員 スポーツ庁というのは何のためにつくるんですか。スポーツを振興するのは

いいことだと思いますが、スポーツ庁をつくることがスポーツを振興することになるとい

うのは、極めて官僚的な考え方です。まず最初にモチベーションがあって、次に行動と結

果があって、それらを整えるときに組織をつくるというのが仕事の進め方ですよね。だか

ら先にスポーツ庁をつくると、スポーツが振興されるとか、運動能力が高まるとかいうこ

とにならないと思います。 

○野依座長 これは副大臣でしょうか。 

○池坊文部科学副大臣 私たちは2000年の行革のときに、もう省庁をふやさないというこ

とで、少なくしてまいりました。ですから、スポーツ省をつくるというのは、党としては

自民党でも推進なさっている方もおられますし、うちの党内でも推進はしておりますけれ

ども、本来的には省をつくらないということになっておりますので、今おっしゃるように、

そうたやすくは省はできないということ。今の流れの行革からいきましたら、それはつく

れないということではないかと思います。 

 それから、つくったから推進ではないと思います。きちんとした理念があってそして強

化をしていくんだろうと思います。おっしゃることは、私は全くそのとおりだと思います

が。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 事務局何かありますか。 

○山谷総理補佐官 今、観光庁をつくろうという動きもあるんですけれども、文化庁の予

算が今1,000億円で、スポーツ関係は百数十億円ぐらいで、予算に差があるということと、

今、地域のスポーツは総務省、それから体力づくりみたいな、健康増進というのは厚生労

働省、そしていわゆるスポーツ振興が文科省と別々になっています。それから国際競技、

オリンピック等々、いろいろな国際競技を開く場合は政府保証というのをどこの国もほと
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んどとっているんですが、日本はとれない。それは財務省との関係で。 

 そんなこともありまして、一元的に意思を明確にして推進していくことが必要なんでは

ないかという議論の中からこのような提案になったわけです。 

○葛西委員 観光庁も官僚的な組織拡大の発想ですよね。観光というのは、観光庁がある

から盛んになるのではなくて、美しいものがあるから観光が興ると思います。 

○野依座長 ほかにこの徳育について。白石委員。 

○白石委員 徳育のところなんですけれども、これも意見書で申し上げたんですが、「新

たな枠組み」というものを説明する文言というのは、この中にどこか書かれていますでし

ょうか。新たな枠組み、今の枠組みとどう変わるのかわからないので、ここをもう少し丁

寧に書いていただきたいということだったんですが。 

○小野委員 その下の部分だと思いますよ。 

○白石委員 徳育は点数での評価は。 

○小野委員 そうそう。そのことだと思います。恐らく。 

○白石委員 でも、これは今もそうではないですかね。 

○小野委員 それは道徳は教科ではないから、今は。時間だから。 

○白石委員 でもそれを普通の人は読み取れないと思いますよ、小野委員。文部行政に携

わっている人であれば、これがそういう意味であると分かるにしても。 

○小野委員 私がこれを言っているわけではないんだけれども、事務局なんだけれども、

私は徳育を教科にしようとしか言っていないです。 

○白石委員 そうしたら「新たな枠組み」なんてやめたらどうですか。 

○野依座長 事務局お願いします。 

○山中副室長 これは二次報告で、「新たな枠組み」により教科化しようということで、

「新たな枠組み」というのは何かというと、教科ということになると、通常それについて

の評価をすると。５、４、３、２、１とかそういう点数のような形での評価とか、そうい

う評価をするということと、その教科についての免許証があって、国語なら国語の免許を

とって国語の先生になるといった専門の先生がいるということ。それからそれについての

教科書というものが主たる教材としてあって、それが教科の教科書として使われる。こう

いうものが教科だということでずっときているものですから、新たな枠組みとして教科と

するというのは、そのうち、二次報告でも、点数での評価はしない。それから免許をつく

ったりして、特別に徳育の先生というのはつくらないほうがいいんではないかということ。

教科書は多様の教科書、あるいは教材というようなものをつくって、そこで充実した徳育

を教科化してしっかりと教えてもらうと、そういう意味で「新たな枠組みの教科化」とい

う表現に第二次報告でもしてあるというところでございます。 

○白石委員 第二次報告のときに、私がきちんとフォローすれば、この文言はなかったか

もしれないです。それであれば、「新たな枠組み」と最初に見た人はここに目がとまるわ

けですから、その下に、新たな枠組みとはこういうことをいうと、注釈をまず書かれて、
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その次に小学校低学年から何を教えるかというふうに段階を追って書かれたほうが親切で

はないでしょうか。 

○山中副室長 それを二次報告で書いたつもりでしたので、一番最後のところにその点を

記述したというそういう記述になっております。 

○野依座長 では品川委員どうぞ。 

○品川委員 ありがとうございます。これは私は意見書に書かなかったことなので、今申

し上げるのは多少ためらいがございますけれども、道徳の教科書を作るとなると、検定は

どうするのかという疑問がわいてきます。感動ある教科書の検定は、誰がやるんだろうと、

考えるわけです。陰山委員が、教科書ではなくて、教材にしたらいいということをずっと

おっしゃっておられますが、そこをあえて教科書と書くのであれば、やはり読み手に疑問

を残さないような書き方を考慮する必要があろうかと思います。教科書をつくると打ち出

すのであれば、感動を求めるとか、善悪とか、一見わかるようで実は抽象的な概念をどう

検定するのかというところを突っ込まれたときに、答えられるのかどうかお尋ねしたいの

です。私としましては教科化し教材を充実するという表現で十分ではないかとも思ってお

ります。道徳教育を行ううえで大事なことは、教科書よりも、子供の発達を視野に入れた

上でどういう指導体系を作っていくかだと考えます。自己理解の低い子に他者理解はでき

ませんし、他者理解がなくセルフ･エスティームの育っていない子に共感性も育ちません。

こういうベースラインのないところに、規範意識は育ちません。まして、いじめや不登校

など学校不適応が日常茶飯事の集団に規範意識は育ちにくい。教科書も大事でしょうが、

それがソリューションではないと考えます。 

 それから先ほど言いかけたのですが、その下のところに「脳科学等の科学的知見を」と

ございます。これは私がいつも「科学的知見を」と申し上げるからご配慮いただいたとあ

りがたく思っておりますが、科学イコール脳科学ではございません。脳科学だけを書きま

すと、優生学などと直結される方もいらっしゃいますし、それは本筋ではまったくありま

せん。そういった誤解を生まぬよう、ここには必ず「脳科学や社会科学など」と社会科学

という言葉をぜひ入れていただきたいと申し上げます。 

○中嶋委員 この間の方には入っていましたね。幼児教育のところ。 

○品川委員 ええ、中嶋先生のおっしゃるとおりです。この間も申し上げましたが、社会

科学は統計処理をしますので、エビデンスを出していけますから、メタアナルシスとかＳ

Ｒかかっているようなデータは、民族も文化も性別も地域も環境も越えてエビデンスがあ

るといえるわけです。こういったエビデンスを教育に落とし込むことで、より効果的な教

育を作り上げていくことが可能になります。それで繰り返し申し上げております。よろし

くお願いいたします。 

○渡邉委員 素朴な質問なんですが、これ、第二次で書かれていますよね。第三次でまた

繰り返し書くというのは、どういうことなんですか。第二次で通らなかったからもう一回

出すのか、どういうことなんでしょうか。意味合いを教えていただくと。二次でも書いて
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いますよね。だったら第三次でこれを出さなくて、総まとめのときにしっかり出せばいい

んではないかなと私は思ったものですから、どうしてですかという質問です。 

○山中副室長 これは第１回目といいますか、10月23日の会議のときに、ぜひ徳育につい

てもう二次報告でやはり強調して、ここはちゃんと二次報告で確認するように書いてほし

いというご意見が強かったというのを踏まえて、盛り込んでいる。 

○渡邉委員 では強調のために、２回出されるということですね。二次、三次と。 

○野依座長 中教審等で若干否定的な意見であるかのように新聞に報道されたというよう

なこともあって、再確認するという要請を、そういう趣旨というふうに認識しております。 

○渡邉委員 わかりました。 

○野依座長 小野委員。 

○小野委員 今の徳育の教科書の検定の問題でございますが、今までの教科書検定基準で

はなくて、もう少しバランスをとって、しかも人の精神生活に深く立入るというのではな

くて、哲学者とか作家とか文学者とか宗教家とか、本当にレベルの高い方にご意見を伺い

ながら、バランスのとれた感動を与える教科書をつくればいいと思うので、誤字脱字を直

すのは当然ですけれども、それ以外のことはほとんどしないで、物語とか伝記とか人の生

き様とかを、やっぱり執筆者に書いていただいて、それを高いレベルの人が見て教科書に

するのがいいというふうな、だから今までの教科書と少し違った検定の基準とやり方が必

要ではないかと思います。 

○品川委員 ということは、やはりそこまで書くかなどもう少し表現に気をつけませんと、

多分誤解されるかなという気がいたします。ですが、今のお話なら教材でもいいのでは、

と思うのですが、そこの違いはどう考えたらよろしいのでしょうか。 

○小野委員 そこが一番の問題なんですが、やっぱり国家の基本で、これだけ世の中乱れ

ているときに、国がやっぱりきちんと教科書をつくって教えないといけないんではないで

しょうか。本当に。教材も大事です。教材も否定はしませんが、やっぱり「心のノート」

もいいんだけれども、具体性にやや欠ける。やっぱり野口英世は黄熱病に命をかけてやり

ましたとか、ジャンヌダルクは命をかけて戦いましたと、そういうことも話して子供が感

動できるように。しかもそれはあらゆる層の方が理解できるような、宗教、哲学者も含め

てですね。そういうのが望ましいと思います。 

○野依座長 最後にさせていただきます。 

○川勝委員 徳育には社会的要請があって、否定する人はほとんどいません。その書き方

ですが、例えば各論の方で、偉人伝、古典、物語、芸術、文化、スポーツによる多様な感

動を盛り込んだ教科書をつくると書かれていますが、これは徳育の中にスポーツも入れる

書きぶりです。つまり徳育は結局すべてにかかわるということを、この部分があらわして

いる。徳育が大事だということをどう表現するかということですけれども、「徳育と体育

で健全な子供を育てる」というような書きぶりよりも、「心を育み体を鍛えて、徳のある

子供を育てる」とすればよろしいのではないか。心を育み体を鍛えるという中に、偉人伝、
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古典、物語、芸術、文化、スポーツによる多様な、また感動を盛り込んだ徳育カリキュラ

ムをつくると書くべきではないかと思います。 

 他にも、運動、食育、生活習慣、体験活動とありますが、これらはいずれも頭の世界と

いうよりも心の世界と体の世界です。副題に「子供たちに感動を与える教育を」と書かれ

ていますが、子供たちに体感を通して感動を与えるとしてはどうか。そう書けば、趣旨が

明確になると思います。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

○葛西委員 「徳」という言葉は、大変良い言葉なんですが、残念ながらものすごく定義

が難しい言葉で、例えばおとくですよというと、安いという意味なんですね。 

○野依座長 それは字が違いますよ。 

○葛西委員 でもこれはトクなんですよ。 

○野依座長 得点のトクという。 

○葛西委員 はい。だから、得か損か、人徳か。いろいろなときにトクが使われます。こ

の中で、道徳という言葉であらわすとそれは一つの規律・規範という意味になりますが、

「徳」のある人という言い方では意味がぼやけると思います。従ってそういう意味で言う

と、心としては確かに川勝委員の仰る「より高いもの」という意味で分かるんですけれど

も、報告書として何をやるかということを理解させるためには、もう少し社会に通用する

言葉がよろしいのではないかと思います。論語に「礼をもって整えて、徳をもっておさめ

ればすべてがおさまる」などと書いてありますが、あそこに出てくる「徳」は、私はいま

だに何のことだかいまいちよくわからない。「徳」とはすごく難しい言葉ですね。 

○川勝委員 知・徳・体といっていますが、心と体というべきだと思います。「心と体を

通して健全な」というところを、徳をはぐくみと書きこむべきです。徳の定義はあいまい

であるにしても、イメージははっきりしています。立派な人ということです。立派な人と

いうのが、これまた難しいのと同じです。「心を育み体を鍛えて、徳のある子を育てる」

と書くと、徳育が大事だということがわかる。徳は、すべてに関わっているということが

中身を見ればわかるのではありませんか。 

○野依座長 ありがとうございました。 

○池坊文部科学副大臣 この徳育ですけれども、年間を通じて計画的に指導するというの

にちょっと私こだわるんですね。徳育というのは年間を通じて指導するものであるとして

も、徳育においては小学校低学年においてはあいさつや礼儀、善悪の判断を植えつけ、次

に、中学校において思いやりの心をということですが、思いやりの心なんてそれこそ小学

校でやってほしい。基本的な社会道徳というのは、善悪の判断、あいさつや礼儀も含まれ

る筈です。小学校でこれをします、中学校でこれをしますというのは、ちょっとおかしい

なという気がいたしますので、一般の方がお読みになりますからこの辺ちょっと整理なさ

ったほうがよろしいのではないでしょうか。 

○野依座長 ありがとうございました。 
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 では次に、 

「大学・大学院の抜本的な改革」にまいりましょう。 

○山中副室長 では「大学・大学院の抜本的な改革」ということでございます。 

 「世界トップレベルの大学・大学院を作る」ということで、大学院教育の充実というと

ころです。ここについては、ＧＰ等を活用した切磋琢磨する環境づくりとか、効果的な教

育プログラムの分析等を加えております。 

 次に、産学人材育成パートナーシップについては、分かりにくいということもございま

したので、若干説明を加えさせていただいております。 

 また、大学における英語教育の拡大ですけれども、外国人教員の採用、ネイティブによ

る授業をしっかりしてもらわないと、ということがございましたので、外国人教員の採用

を進めるということにしております。 

 それからイノベーションのところも、勝ち抜くためにということで教育研究施設・設備

の整備を挙げております。 

 また、入試のところについては、少し長い文章でしたので、大学入試についてのあり方

の見直しの文章を、趣旨がわかるように明確にしたところです。 

 次に、「マネジメント改革」のところでございます。ここにつきましては、前回の総会

でのご議論、また経済財政諮問会議、総合科学技術会議、規制改革会議等との意見交換、

そういうものも踏まえながら修正しております。一つは大学運営の両輪というのは、それ

ぞれのマネジメントとトップマネジメント、ここをいかにうまく調和させるかであるとい

うことを書いて、国立大学というのは、法人化によりまして、全学マネジメントの観点、

これを明確に示して日本型にふさわしい国立大学法人のマネジメント改革、これを各大学

がみずから実行していくということが求められて、このために学長が明確な理念のもとに、

全学マネジメントが行われるような体制整備の構築、そして次のような各大学の取り組み

を推進するということで、一つは学長選挙を廃止するなど、学長選挙会議による学長の選

出といった点、これは二次報告でも触れていたところでございます。また、学長による学

部長人事の掌握―制度的にそうなっているという点です―を整理しております。また、

国立大学における学部を超えた柔軟で効率的な教育指導体制ということで、例示というも

のを省いたということでございます。 

 国際化、地域再生に貢献する大学のところは、公立大学や私立大学も同様であるという

ご指摘でそれを加えております。 

 また財政面のところに、税制面も書き加えております。またこの中に、中期目標期間に

おける国立大学の運営費交付金の配分のあり方がありますけれども、この配分のあり方に

ついて、基本的な方向性を明確に示すべき、余り細かく書くのではなくというご意見がご

ざいました。それを踏まえて効率的な資源配分に資する評価、情報公開、地域の人材育成

への貢献などの取り組みの評価といったことも簡潔に整理したというものでございます。 

 以上です。 
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○野依座長 どうもありがとうございました。 

 それではご意見賜りたいと思います。 

○白石委員 １点質問なんですけれども、大学卒業程度の学力の保障のため、民間機関に

よる学力試験の実施と書いてあるんですが、これは大学の自主的な取り組みではだめで、

民間機関がやることの意味というのはどういうところにあるんでしょうか。 

○小野委員 これは各大学に任せておけないので、一般的にＴＯＥＦＬみたいな大学卒業

程度を図る試験制度を民間につくってもらうことを提言したらどうかという趣旨だと思い

ます。 

○白石委員 例えば、大学は大学生の質の保障をして、うちの大学はこんなに頑張ってい

ますよというふうに言うためには、これを積極的に受けて、ＰＲをする方策をとれるかど

うかというのは、ここに何らかのインセンティブとかここに魅力づけがなければ受けてく

れないと思うんですね。勝手にミシュランをつけてもそこに賛成してくれるかどうか。で

すから、民間機関による学力試験のその仕組みをつくると書いてあるだけでは不十分で、

こういうものを活用して大学の到達度の明確化とか、卒業生にとってわかりやすい指標と

するみたいなことを書かないと、唐突感があると思います。 

○野依座長 ほかにご意見ございますか。 

 小野委員どうぞ。 

○小野委員 学部長選挙の廃止について、私、強く主張したんですが、全部削られてしま

っているんで。今までの国立大学法人に何が問題かというと、やっぱり学部長が選挙で選

ばれていることだと私は思うので、これはもちろん反対の意見おありだと思いますけれど

も、ぜひ学部長選挙を廃止し、学長が適切な人を学部長に選べるようにするということを、

ぜひ書いてほしい。 

○野依座長 このペーパーでは学長による学部長人事の掌握となっておりますけれども、

それでは不十分であると。 

○小野委員 もう少し書いてほしいです。改革のために。 

○野依座長 では中嶋委員どうぞ。 

○中嶋委員 前々回の議事録を見ていただくとわかるんですけれども、大学についてはか

なり議論しましたよね。そして前回でもそうですし、運営委員会でもこの場でもいろいろ

議論して、いわばとげというか、鋭い部分が全部抜けてしまって、これだと結局日本の大

学は変わらないですよね。私はこれだとみんな失望するし、今既存の国立大学を法人化し

たからといって、法人化したところでとまってしまって、それで一方では世界のトップレ

ベルの大学・大学院をつくると。とんでもないですよ。だからその辺はもっとラディカル

に言わないと、とにかく文部科学省も、私も国大協に所属して副会長もやっていましたけ

れども、結局そこは現状維持なんですね。小宮山委員がいらっしゃるけれども、東大はと

にかく現状維持でいいんです。だけれども、日本は東大だけではなくて、もっと国際的に

大変な競争に勝っていかないと、本当に日本の大学・大学院はだめになってしまいますよ



－21－ 

ね。 

 そういうことからすると、せっかく議論したいわば鋭い部分が抜けてしまうから、これ

読んだら何も変わらないではないかということになるし、特に学部はそうですよね。この

間の経済財政諮問会議でしたか、アメリカでは学部長は選挙だというけれども、あれは全

くデパートメントが基礎がなんですよ。そこはたまたまそういうことがあるけれども、し

かし学長ないし、プレジデントないし、バイスチャンセラーは、アカデミックディーンは

自分でやっぱり選任するなり、選考会議が決めますよね。それを全部学部自治という名の

もとに、いわば学部自治そのものが問われている、大学自治そのものが問われているにも

関わらず、そこを温存したままの形では、ほとんど私は意味がないぐらい重要な部分が削

られてしまったし、それは野依座長を初め、随分議論をしたはずですよね。どうしてこん

なふうになったのか、そこはもう一遍議論を戻していただかないといけないんではないか

と思います。 

○野依座長 では川勝委員。 

○川勝委員 東京大学が現状維持というふうには違和感があります。小宮山総長による東

大改革の急進的な動きは目を見張るものがあり、現状維持ではないと認識しております。

ところで、学部長の学長による選任は難しい。国立大学の学長選挙廃止は重要です。今、

学長選考会議による学長の選出となっていますが、学内の利害関係者が入っていますので、

学内政治といいますか、不要というべきエネルギーが消耗されています。学長選考会議は、

法律を改正して、学内の利害関係者の原則参加禁止規定があったほうがいいと思います。

学長選考会議が東北大学で実施されうまくいっているところもありますが、従来、国立の

研究機関では所長なりセンター長なりが、文化庁長官が決まるに上から決められていたの

が、いまは選考会議になって、学内関係者、センター内、所内の関係者が出ることになっ

て、学内政治が持ち込まれ、自殺者が出る事態にもなっていますので、学長のリーダーシ

ップを強化するには、学長選考会議に学内利害関係者は必要最小限、ないし原則入れない

という思い切った措置が必要です。 

 次に、大学の問題のひとつに、これは学校教育全体を通しても同じことがいえますが、

学力の低下があります。学力低下を防ぎ、国際競争力をつけるために、教養教育を重視す

べきだということは一貫して言われてきました。ここにも書かれています。国際化とのか

かわりで、「18歳人口減少を踏まえ学部入学定員の縮減に自主的に取り組む」と各論に書

かれておりますが、教養教育を重視して、かつ質のいい学生を集めるためには、総合大学

では教養教育に関わる入学試験を行うか、あるいは教養教育に関わる学部のみ存続を認め

他の学部は撤廃するべきである。つまり、法学部、経済学部、教育学部、文学部などを廃

止し、東大の場合には教養学部、京都大学の場合には何ていっているでしょうか、すべて

の学科を修めて初めて狭き門に入れるというようにする。旧来の学部方式を撤廃する。小

宮山委員が東大でなさっておられる、教員や研究者のレベルにおける横断的な取り組みに、

学生のレベルでも対応させる。教養重視を世に示すために、総合大学は、単科大学の場合
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は意味がありませんが、総合大学は、総合学部として存在しているものに特化するとして

はどうかと。 

○野依座長 ありがとうございました。 

○白石委員 ちょっと本質的なご質問を事務局にさせていただきたい。 

○野依座長 どうぞ。 

○白石委員 この間、経済財政諮問会議の伊藤先生から、この答申案はトップテンをさら

に強くしていくのか、それとも全体的な底上げをしていくのかというご質問があったと思

いますが、それに対しておまとめいただいた事務局はどういう見解でこれをおまとめいた

だいたんでしょうか。私はここで書かれていることは、卒業生の質の保障と、大学のガバ

ナンスの問題、内部統制の問題が書かれていると思いますが、これはどういうふうに世界

トップレベルの大学・大学院になっていくのかという、どうも最終ゴールのところへの道

筋が見えないんですね。こういうことをやって積み上げたとしても、学問的なその質がト

ップレベルになるかどうかは、卒業生の質が高まっていくとは思えないようなことがつら

つらと書いてあるんですが、事務局は伊藤先生がご提示されたどちらを主眼においておま

とめいただいたんでしょうか。 

○山中副室長 改めてこの中でも、「国際化、地域再生に貢献する大学を目指す」という

部分がありますけれども、むしろどちらかというと第二次報告でそのあたりかなり大学学

部教育、大学院教育のあり方、これからの知識基盤社会、21世紀での大学のあり方につい

ては記述をしておりまして、我が国が成長力を高めて国際協力に打ち勝っていくと。この

ためには次の３つの視点からの大学・大学院改革が必要だということで、一つは競争力の

基盤になる数多くの優れた人材を養成する。それから指導的役割を果たすリーダーとなる

人材を養成する。それからトップレベルの研究拠点としての大学とか、また幅広い職業人

養成ですとか、総合的、国際的な教養教育ですとか、地域密着型の教育ですとか、さらに

地域の生涯学習など、機能的に分化した形で特色を出していくことがやっぱり求められて

いるんだということが記述されておりまして、そういうものを踏まえながらではどういう

手段をやっていくのかという議論が、二次報告でかなり書き込まれ、それを引き継いだ形

で今回のこの大学・大学院の部分も書かれているというふうに思っております。もう一回

書くかという点があると思うんですけれども。 

○野依座長 小宮山委員どうぞ。 

○小宮山委員 ２点。一つは、高等教育財政についてと、それからマネジメント改革、そ

の順で申し上げたいと思います。財政に関する記述を、やはりもう少しちゃんと書いてい

ただけないかと思います。この報告はいろいろな改革の提案がなされているわけですけれ

ども、やっぱり財政措置がなければ一方的にやるべきだということで終わってしまうと、

ということを恐れます。少なくとも今もご質問がありましたけれども、世界トップレベル

の大学・大学院を目指すということをうたうのであれば、長期的な高等教育への投資のあ

るべき姿を記述すべきだろうと思います。私はその意味でビジョン2030というのを具体的
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に出しました。最終的には2030年までにＧＤＰの１％、今２兆円の高等教育への投資を５

兆円に引き上げるということで、そのような長期的見通しを書くべきだと私は思います。 

 そうした観点から、私は財政についての部分の、大学・大学院の教育研究云々への投資

というところで、必要な教育財政基盤の確保に関する記述の後に、次のような文章を挿入

していただくことをお願いします。「世界トップレベルの大学・大学院を創出するために、

今後20年を見通した高等教育への投資プランを策定すべき。例えば、ＯＥＣＤ諸国の平均

であるＧＤＰの１％を高等教育への投資へ振り向けることを検討する。」そうしますと、

続いてその次に、民間からの教育投資の促進策にかかわる記述があるわけですが、その冒

頭に、「その際、公財政投資にのみ頼るのではなく、大学みずからの自助努力を推進する

べき。」、「そのために民間からの教育投資を促進するため」云々というふうに続けてい

ただけないかと思います。それが高等教育財政に関してです。 

 それから今、議論されているマネジメントの改革なんですが、私、前回の経済財政諮問

会議、規制改革会議、総合科学技術会議などのご意見というのは、細かい点にはいろいろ

あるんですけれども、基本的には尊重すべきだと私は思います。現在の案で、学長選挙の

廃止あるいは学部長人事の掌握について、もっと激しく書けという方もおられますが「学

部の壁を壊し」といったことと共に、見た目は勇ましいんですけれども、恐らく現場では

ワークしないでしょう。ちょっと具体例を出して恐縮ですけれども、例えば山形大学で文

部科学省の有力なＯＢの方が、今、学長をやっておられるわけですけれども、あれは学長

選挙で２位になられて、学長選考会議が２位の方を学長にされたんです。それは学長選考

会議の権限を行使して粛々とそうされたわけです。それでも今、全学的な協力体制ができ

ているように外部からは見えます。あのとき、もし選挙をやっていなかったらどうなって

いたでしょうかね。おそらく、もっと今よりも混乱しているのではないでしょうか。つま

り、文部科学省のＯＢの方も選考会議の権限のみで学内の意向を全く考慮せずに学長に使

命する。恐らく紛争になっておりますよ。意向投票の結果と異なる方を選考会議が選んだ

ことについて、訴訟まで起きているケースもありますが、もう訴訟しても関係ないですよ。

これは明確に法人法に書いてある学長選考会議の権限ですから。 

 そういうときに、投票というのは一体どういうふうにやるべきなんだろうかと、まさに

様々な議論がそれぞれの大学の個性に合わせて議論されているときに、その一方の廃止と

いうようなことだけを取り上げて書くようなことはよくない。私は真剣に大学改革を考え

ている心ある人々から、この教育再生会議の報告書に対して、この程度のものなのかとい

うふうに受け取られてしまうことを恐れます。要するに鼎の軽重を問われるということで

あります。 

 大学のマネジメントの基本というのは、これも前に申し上げておりますが、学問の自由

ということに由来する部分と、全学経営に関する部分を、どのように役割分担していくか

と、このことに尽きるんです。そのため、マネジメント改革の部分の最後のパラグラフで

すね。これでは甘過ぎると言われていた部分なのかもしれないんですが、私は以下のよう
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にすっきりと書いていただくことを提案いたします。「このため、学長が明確な理念、ビ

ジョンのもとに、全学マネジメントを行うことができるような学内体制の構築のため、各

大学で学内マネジメントにおける学長、学部長、教授会の役割分担を明確化する」という

表現を私は提案いたします。それから先の問題は、やはりこれは総合規制改革会議のおっ

しゃるように、やはり学内でやっていただくより仕方のない問題、それはそれぞれの大学

の個性が極めて強く影響する側面であり、一律なやり方を押しつけることは、法人化した

国立大学の現状を全く踏まえていない。―最初に申し上げたように―私は鼎の軽重を

問われるということになりかねないというふうに危惧いたします。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 小野委員どうぞ。 

○小野委員 財政面なんですが、小宮山委員のご意見も非常に私は正しいと思うんですけ

れども、当面の措置として、やっぱり競争的資金をしっかりふやしていくことと、それか

ら基盤的経費を今のように１％を削減してしまうということは、近い将来見直すというこ

とをぜひはっきり書いてほしいと思います。 

 これはそうしないと、本当に大学はよくならないと思います。 

○野依座長 では渡邉委員。 

○渡邉委員 私は違うところで、大学入試についてお願いしたいんですが、例えば徳育を

教科にするという形で言い切るように、この大学入試についてもぜひ高校卒業の資格とか、

もしくは大学卒業の資格か分かりませんが、全入で漢字も読めない子が大学に入っていっ

て、４年間遊んで出ていってしまう。実は皆さんが言われている大学の上の方の話という

のは確かにいいんですが、この日本の国の底辺というか、日本の国を支える部分が、もう

音を立てて崩れているこの全入時代を何とか防ぐべきだと。私はそのことに対して国にお

いて検討すると書いて、これは何もしないということの同義語ですから、だからせめて徳

育を教科にすると言い切ったように、例えば高校卒業資格制度を設けるとか、何かそうい

う資格制度というか、どこかの歯どめ、入り口の歯どめなのか、出口の歯どめなのか、そ

れだけを何とかお願いしたいと。これは国を憂いて発言させていただきました。 

○野依座長 では、川勝委員。 

○川勝委員 小宮山委員の第一の点には賛成です。ただ、ＯＥＣＤの先進諸国のＧＤＰ比

率１％を基準に挙げて、それで日本もそれにならえというのは一つの論点ですけれども、

やはりもう一つ、教育再生会議全体の理念に即した形で予算措置を書くべきです。それは

国際化に貢献する大学です。そうしますと、例えば日本の学者の国際的貢献のほかに、外

国にいる青年たち、あるいは研究者たちを日本で鍛えるという国際化もある。例えば外務

省がJICA(独立行政法人国際協力機構)でやっている青年海外協力隊の仕事にも教育的意義

を認め、JICAの青年海外協力隊員の２年間の滞在国でカウンターパートの青年が選ばれて

いるわけですが、そういう青年たちへの支出は教育費としてみなしうると思います。 

 それから、日本に外国人学生が来ているわけですが、その人たちの生活インフラストラ
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クチャーを整えるべきで、これには国交省の支出がいる、住居であるとか、インフラ整備

がいりわけで、それらの支出を含めて、国際化を軸にしたＧＤＰ比１％、ＯＥＣＤ標準を

書き加えると、説得力が増す。 

 先ほどの学長選挙に関して、もともと学長なり総長は、選挙ではなくて、任命でした。

それが戦後になって選挙がだんだん広まって、学内政治のなかで人が選ばれる状況です。 

 そうした中で、例えば人間文化研究機構がございます。その学長は選挙ではありません。

最近では選挙をしない選ぶ制度で始まっていながら、選挙に変わったなったものもありま

す。例えば民博(大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立民族学博物館）、日文研

（大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国際日本文化研究センター）では所長は任命

でした。それが選挙になり、立候補者が出ました。それで学内に争いが起こった。そうい

う経緯もあり、これは鼎の軽重が問われると言われましたけれども、まさに戦後の長い流

れの中で、学長の質が―個人的にではないですよ―全体の質が落ち、有名大学の学長

の固有名詞をだれも知らない。一部の人を除いて。そういうことに鑑みますれば、やはり

学長の選出というのは、今のままでいいということではないと思います。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 時間がございませんので、次に移らせていただきます。 

 学校責任体制の確立、よろしくお願いします。 

○山中副室長 「学校責任体制の確立」では、学校のマネジメントというところで、校長

の在職年数等を書いておりますけれども、不適格な校長には、厳格に対応をするんだとい

うことを明確にしております。また、教育委員会等が管理権を行使できないという例とし

て、指導要領から逸脱した授業の後に、児童生徒の反発を踏まえない、行き過ぎた性教育

などといったものも加えております。 

 それから、子供の教育に専念できる体制ということで、ＩＴ化というところを教員１人

１台のパソコン、校内ＬＡＮの整備と、具体的に書くというところを書き込んでおります。 

 以上です。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 ご意見、ございますでしょうか。 

 渡邉委員。 

○渡邉委員 校長の在任期間５年という長期化ということで、長期化には私は賛成なんで

すが、その後のその不適格な校長は厳格に対応するということで、契約は５年で例えば毎

年、それを更新していくというような形で、やめさせるきっかけをつくっていかないと、

やはり５年だと５年というそれを権利化してしまうというおそれがありますので、そこは

注意されたほうがいいと思います。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 他にございますでしょうか。 

 それでは次にまいりたいと思います。現場の自主性を生かすシステムの構築、説明をお
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願いします。 

○山中副室長 ５番目の「現場の自主性を生かすシステムの構築」。ここはかなり議論が

あったところでございますけれども、若干、充実した詳細な記述にさせていただいている

ところです。初めの「学校の情報を公開し評価を・・・」という部分ですけれども、授業

参観、学校行事、学校評議員制度等、あらゆる機会を通じて情報を個人情報にも配慮しな

がら提供していくんだというところを、情報提供のあり方等について具体的に記述させて

いただいたところです。 

 また、学校の評価のところで、教育を行った成果を測るための成果指標を用いるといっ

た点とか、またそういうものを教育委員会は一覧表にして、学校にしっかりとフィードバ

ックして、成果の上がっていない学校に対しては、支援を行ったりというそういう評価の

留意点、評価の活用について、具体的に記述を加えさせていただいております。 

 次に、適正な競争原理の導入による学校の質を高めるというところ、バウチャー的な考

え方を取り入れたシステムですけれども、このモデル事業というところで基本的な考え方

を、若干、目的と手法という形で書き分けておりましたけれども、ダブっている感もあり

ましたので、そこのところを一本にまとめて整理して記述をしたところでございます。ま

た、具体的な方策ということで、学校評価のところ、ここにつきましては、学校評価に当

たっては保護者や児童生徒の意向も反映させるという形でその点を具体的に記述いたしま

した。 

 また、多様な分野から社会人等を教員にということで、ここは前回の議論も踏まえて、

採用者の２割以上を目標とするなどということです。 

 教員養成を抜本的に改革するということで、現在の教職カリキュラムの見直し、それか

ら教員養成学部等以外の学生へも、門戸を広げる、あるいは将来的な課題としての質の担

保のための教員免許の国家資格、特別免許状活用を促すための特別免許状を国が出すこと、

それについても記述を加えたところです。 

 学校の適正配置のところは、適正配置について少し明確に記述をしております。 

 以上です。 

○野依座長 ありがとうございます。 

 いかがでございましょうか。白石委員どうぞ。 

○白石委員 「学校責任体制」と「現場の自主性を生かすシステムの構築」の部分は非常

に関連したところなので、それに関連して何点か申し上げたいと思うんですが、やはり現

場が考えるためにやらなければいけないことというのは、相当の権限委譲だと思うんです

ね。以前、葛西委員がお出しいただいたペーパーの中にもあったと思いますけれども、人

事権と予算権を学校現場に移していくというような、英断的な取り組みが必要なんではな

いかと思います。二次報告の中で、政令指定都市や中核市レベルというのはあったと思い

ますが、こういうモデル事業をやるのであれば、そこをもう少し踏み込んでお書きいただ

きたいというふうに思います。 
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 言葉の使い方を少し配慮していただいたほうがいいと思うんですけれども、バウチャー

のところで、頑張っている学校が報われ、努力の足りない学校の改善が促されるようにと

いうことなんですが、これは学校単位で頑張っているか、努力が足りないかということを

見るのはすごく難しいと思うんですね。いい先生もいて、そうでない先生もいるから結果

として、結果が出せないというようなことがあるので、やはりこういう現場を鼓舞するこ

とと逆のベクトルが働くような表現は、少し気をつけて書き込んでいただくほうがいいの

ではないかと思います。 

 以上です。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。では品川委員。 

○品川委員 私はこの「学校の責任体制」と「現場の自主性を生かすシステム構築」の部

分が関連していると考えておりますので、あわせて発言させていただきます。 

 先ほど、不適格校長は厳格に対応するとございましたが、これはまさに必要なことなの

ですけれども、自治体によっては教育委員会と校長が非常に密接で、厳格に対応したくて

も出来ないケースが地方に行けば行くほどございます。保護者が教育委員会に訴え出ても、

なあなあになってしまって泣き寝入りせざるを得ないとかですね。不利益を被るのは子供

たちです。ですので、ここの部分につきましては、どう「厳格に対応する」のか、もう少

しはっきりと打ち出す必要があろうかと考えます。例えば学校評価等でネガティブな評価

が出た場合には具体的に誰がどう責任をとるのか。どれだけのスパンの間に教育委員会は

何をし、校長は何をどうするのか、コミュニティスクールならどうしたらいいのか。「厳

格に対応する」だけでは曖昧で、法的に規制するのかどうかわかりませんが、もう一歩踏

み込んだ書き方が必要だろうと申し上げたいと思います。 

 それから、見出しのところに校長の責任と権限と入れていただいたのですが、本文のと

ころには校長の権限強化だけになっております。はっきり申し上げて、校長先生の中には、

校長室から出てこない、俗に言う“引きこもり”状態の校長とか、問題が起こると全部副

校長に押しつける校長もいらっしゃいますので、権限だけを強化するのではやはりだめだ

と思います。責任という二文字を、本文の中にも入れていただき、学校をどうマネジメン

トしていくのか管理職としての自覚を促したいと思います。 

 それから、二次報告で問題解決支援チームについては触れましたが、改めてもう一度申

し上げたいのですけれども、教育委員会でたとえこれを設置したとしても、行政執行権が

ないので、結局は弁護士が相談するとか、親を説得するというレベルでしかないんですね。

あるいは元校長先生とか、カウンセラーという方がひたすら説得するとか。要するに善意

に基づいた対応しかできないのが現実です。そうすると、頑張る人だけが頑張る、あるい

は善意でやっている人だけが頑張り、その人たちが疲弊していきます。ですので、子供と

若者の権利を保障するためにも、ここに警察や法務教官というような、従来の教育現場が

持っていないようなノウハウを持っている人たちも一緒にやっていくというようなことを
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書いていただきたのです。法務教官には伝統的に教育現場が持っていないノウハウがあり

ます。取材をしていて、そこに連携がないことをいつも不思議に思っていました。そうい

ったノウハウが教育現場をサポートし、また、法務教官たちも教育現場と連携をとること

で学べることが多々ある。こういったシステムがすべて子供たちの利益になっていきます。 

 それからその下の「学校の耐震化を計画的に進める」というところです。この点につき

ましては全国の自治体がやりたくてもできないんですね。学校を建てかえるのに莫大なお

金がかかるからです。ノウハウを持っているところは少しずつＰＦＩ事業でやったりして

いますが、まだまだＰＦＩでやるということに積極的に踏み込めていない自治体がたくさ

んあります。現状のような表現では、そんなことはわかっているけれどうちの自治体はお

金がなくてできないと言われて終わってしまいますから、一言、「ＰＦＩ等で」と入れて

あげることが情報としても意味があるだろうと思います。 

 「現場の自主性を生かすシステム構築」のところです。これは私もペーパーに書かせて

いただきましたが、学校の評価のところの「努力の足りない学校」というときに、学校だ

けが悪いのかと言う問題が浮上します。そういう場合もあるでしょうが、それだけともい

えません。保護者とか、それこそ地域がしつけから何から全部学校に押しつけているとい

うケースもございます。ですから学校評価の中に、いかに保護者や地域が積極的に関わっ

ているかを検討することも大事だと考えます。これは教育現場を見ていく上で、大事な評

価ポイントです。下のところにボランティアなど、土曜学習、土曜の補充学習等書いてあ

るわけですから。こういった点から考えましても、学校評価の中に、いかに地域や保護者

を巻き込んだ教育を校長先生が実践できるかという視点をも踏まえたうえで書いていただ

きたいと存じます。 

 それから、低所得家庭等の子供の学校選択を拡大する取り組みという部分についてです。

繰り返し申し上げたことを書いていただいて本当にありがたいと思っております。ですが、

ここでぜひ一言、等ではなくて、低所得家庭及び低養育力家庭を含めて書いていただきた

いのです。つまり虐待されている子供やネグレクトされている子供、親から「高校なんか

いかなくてもいい」などと言われている子供も確実に奨学金の対象だということを、先生

が理解し、意識しておく必要があります。先生が保護者に奨学金のことを言ったとしても、

保護者が「うちの子いいよ、別に。働かせるから」と言ってしまうケースを私はいくつも

知っております。学ぶ機会の保障は子供の権利です。高校全入時代に中卒でどうやって社

会を生きていくのか、教育格差が将来の社会的自立の格差に直結してしまわないように、

ぜひ低養育力家庭の子供たちも対象だと明記してください。 

 しつこくて申しわけないんですが、学校に競争原理を入れるとことについて、私は全面

賛成です。ですが、学校選択ができない地域はどうするんだということが必ず出てきます。

競争原理の導入がイコール学校選択制の導入ではないと考えますので、できない地域では

どういうふうに質の向上をやるのかということも踏まえる必要があろうかと考えます。私

はどうしても地方に行くことが多いので、この文言を見ますとどうしても都市部だけをタ
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ーゲットにいれた話という意識を持ってしまいますのでそのことを申し上げたいと思いま

す。 

○小野委員 教員の入れかえをすればいい。 

○品川委員 そういうことを明記することが、地方も視野にいれた話なるのだと考えます。 

○白石委員 教育格差が生じないようにと書いてある。 

○品川委員 それはその通りです。 

○野依座長 小野委員どうぞ。 

○小野委員 教員が子供の教育に専念できるようにするというところ、私も大賛成なんで

すが、本当に現場の学校、教育委員会もそうですけれども、無駄な会議が本当に多いんで

す。無駄な会議を徹底的に減らすということをぜひ入れていただけば、本当にどうでもい

いことで会議をやっているんですよ。メールで済むことを。それがかなり教員を縛ってい

ると思います。 

 それから先ほどの耐震化はぜひ進めてほしいんですが、ＰＦＩも含めて、民間活力も含

めて、すべての英知を結集して、国もお金を努力して、それでやるというものが必要なの

で、もう少し耐震化はしっかり書いてほしいと思います。 

○野依座長 ありがとうございます。 

 渡邉委員。 

○渡邉委員 先ほどのストーリーの話なんですが、例えばこのバウチャー的な考え方を取

り入れたというところで、かなり前に進んだ細かい内容になっているというふうに思って

います。ただ、これを例えばどういう形で進めていくのか、それからそれの結果分析です

ね。成果についての分析、これをどういう形にするのかということを何かしらの形で明確

にしておかないと、恐らく非常に難しいのではないのかなと。教職員に対するインセンテ

ィブ一つとっても、非常に非現実的なことがここにもう全部含まれてきますので、これに

ついては、どこか、それこそ先ほど葛西委員がおっしゃったようなどこかに責任部署を設

けるとか、何かしらの形をつくらないといけないと思うんですが、それについてはいかが

でしょうか。教えてください。 

○中嶋委員 教えてというよりも、我々が委員だから、我々自身で考えるべきだと思うん

です。 

○渡邉委員 今後のストーリーはどうされるのか。 

○中嶋委員 つまり、先ほどからそういう意見がたくさん出ていますよね。今は第三次報

告、とにかく集中することになったので、ここでいいものをつくって、その後のアフター

ケアをどうするのか。報告だけ出して、出しっ放しなのか。葛西委員のこの間のペーパー

の中の最後のところにそのことをちょっと書いてありましたが、それはむしろ最終報告の

中で、いわばガバナビリティーとかガバナンスとか実行性を、どういうふうに担保するか

ということが、やっぱり最終報告できちんとやったほうがいいんではないかと僕は思いま

す。 
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○野依座長 ありがとうございました。 

 では葛西委員。 

○葛西委員 細かいところですけれども、学校の評価で「児童の意見を反映させる」と書

いてありますが、これは保護者を通じて反映させればいいのであって、こちらには書かな

い方がいいのではないかと思います。やはり師弟関係というのは非常に貴重でありまして、

学校における秩序を維持するということが、徳育、道徳や、規範意識を持たせる上では非

常に重要な要素なので、どちらがどちらを評価してもいいという話にはしないほうがいい。

子供は必ず親にいろいろなことを言いますから、保護者の評価というのを尊重すると書け

ば、そこには子供の評価が反映されるものと考えた方がいいのではないかと思います。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 大学等では、学生の評価を取り入れているところもたくさんありますけれども、一番有

効なのは、卒業生の意見だそうです。 

○葛西委員 大学はいいと思います。小中学校のことです。 

○野依座長 そうですね。白石委員。 

○白石委員 葛西委員に反論するわけではないんですが、児童生徒及び保護者というのは、

閣議決定事項でもあって、やはり親がこれだけ教育とか学校に対して無関心であれば、子

供がシグナルを発しても親に届かないケースが多々あると思うんですね。ですから授業は

楽しいですかと、先生はあなたの質問に的確に答えてくれましたかとか、学校は楽しいで

すかとか、いじめなどがありませんか、こういうシンプルな項目でいいと思いますので、

これを定期的に聞いていただけることが先生とのコミュニケーションの一助にもなると思

いますし、やはり先生たちもそれを通じてよい授業をしたり、学校をよくしようとするこ

とに私はつながると確信しております。 

○渡邉委員 一言だけ。ちなみにうちの学校としては、親よりも子供のほうが適正な評価

をします。これだけは確かです。子供は非常に適正な評価ができます。これは子供のこと

を私は入れるべきだと思います。 

○野依座長 他にございますでしょうか。 

 では次にまいりまして、「社会総がかりで子供、若者、家庭への支援」について、事務

局、説明してください。 

○山中副室長 社会総がかりでの子供、若者、家庭への支援ということで、関係機関の連

携システムのところですが、これにつきまして、子供、若者支援を総合的に進める法的措

置についても検討するということで、前回より明確にしたところです。 

 あとは携帯電話の使用について、使用禁止を徹底するんだといった点を加えております。

それ以外は変わっておりません。 

 幼児教育、子育て家庭、親の学び、この辺は今までと同様です。 

 以上です。 

○野依座長 ありがとうございました。 
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 ご意見ございますか。 

 品川委員。 

○品川委員 しつこく申し上げたことを入れていただいて、本当に感謝しております。私

が取材しているような、保護者が経済的に破綻したりリストラされたりしたワーキングプ

アで、それを引き継いでしまいがちな子供たちにとって、こういった総合的に支援する法

律ができることで確実に救われる面があると考えます。すべての子供、若者の自立や社会

参加する権利を保障するような法整備とそれを一元化して監督する部署、日本版のエブリ

ー・チャイルド・マターズみたいなものができればいいなと考えます。 

 ２点だけ申し上げます。一つは、子供、若者、家庭への総合支援についてのところで、

ここは何回も法務を入れてほしいとお願いしておりますがいまだ入っていません。なぜ法

務を書き加えてほしいと申し上げているかといいますと、矯正教育が持っているノウハウ

の中には学校教育で使えるものがたくさんございます。暴れる子供たちの指導の仕方など

はまさにその典型でしょう。学校教育が知らないノウハウや視点を矯正教育は確実に持っ

ているわけで、そういった連携が必ず子供たちのメリットになります。教師からみて問題

行動を起こす、登校禁止になる、非行に走る、矯正教育のお世話になる、そこではじめて

理解される、では、子供や若者たちが不利益を被ります。少年院に入って初めて自分のよ

さに気付くなどというようなことがあっては、本来いけないのです。それは教育の敗北だ

と思います。だからこそ、そういった情報共有できないがゆえにニッチに落ち込んでいく

子供たちを作らないためにも、法務との連携は必須だろうと感じています。また、法務自

身も、福祉や教育との連携がまだまだ不十分です。そういった双方向でのかかわりを視野

に入れるためにも、法務とぜひ見出しのところに入れていただきたいと考えます。 

 それからその最初のところですけれども、せっかく再生会議でも広島少年院を視察して

いるわけですから、少年院や少年鑑別所も含めて、そして出生、子育てから就労支援だけ

ではなくて、社会不適応を起こす子供たち、若者たちへの総合的な支援を含めてという意

味で、ここに社会不適応という言葉を入れていただきたいのです。 

と言いますのも、職業的に自立できない20歳代、30代の55％がいじめの経験者、57％

が学校不適応者というデータが厚労省の委託研究で平成18年度には出ていますが、このこ

とを教育界の方々がどれほどご存知なのか。取材で学校に行くと、校長先生が「うちには

不登校の子供が何人いるけれど、まあ、うち何人は小学校からそうだし」と当然のような

感じでおっしゃったりする。不登校になるということが、将来の自立を阻むリスク要因だ

と分かっていたら、そういう不用意な発言はなさらないでしょうし、もうちょっといじめ

や不登校問題への取り組みも変わってくると私は考えます。だからこそ、こういったこと

を教育界の人に意識していただくためにも、入れていただくことが必要だと思っておりま

す。ニートや引きこもりになってからの対策も大事でしょうが、いかに教育段階で予防的

な視点を持つか。それが大事なのではないでしょうか。 

 それから有害情報のところでございます。携帯のフィルタリング、これはもう絶対に必
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要だと考えます。繰りかえし申し上げてきましたが、入れていただいて本当にありがたい

と思います。と同時にですね、実はインターネットのことについて全く触れられていない

んですね。インターネットのフィルタリングも進めないと、いじめは学校の裏サイトなど

でかなり繰り広げられていくわけですね。メールでのいじめは、圧倒的に携帯が主流です

けれども、有害情報は携帯プラスインターネットです。携帯を規制しても、インターネッ

トがフリーパスであれば子供たちはそちらに流れるでしょう。ですので、インターネット

の有害情報についても、保護者や教育者が子供の健全な成長発達権を保障するという意味

で厳しく管理するなど一言触れておきませんと、現状の表記のままでは不十分だと申し上

げたいと思います。 

 以上です。 

○野依座長 よろしゅうございますか。 

○小宮山委員 ちょっと前に戻ったことでよろしいですか。 

 簡単な話なんですが、飛び入学のところに、高校生が大学「等」の講義を受けてと、

「等」を入れていただいたのは大変ありがたくて、我々が今、大学ではなく高校でこのよ

うな活動を行うことを、現実に考えております。同じことで、教育支援コンソーシアムの

ところにも、この間の門川委員がおっしゃった社会人を対象とした短期の免許取得コース

提供のための教員養成の部分、ここにも社会人等として欲しい。大学院の学生とか、ポス

ドクとかさまざまな、要するに教員の多様性と専門性をいかにして教員集団の中につくっ

ていくかという趣旨ですから、社会人だけではないということで、等を入れておいていた

だきたい。 

○野依座長 よろしゅうございますか。 

 それではその次の「教育再生の着実な実行」について、よろしく説明願います。 

○山中副室長 「教育再生の着実な実行」というところで、動き出す教育再生ということ

で、具体的な実践に向けて動き出すことが重要だということで、ホームページ等を通じて

視察等の情報も発信してきました。それで教育再生会議の第一次報告では、学校の責任体

制、教育委員会改革、教員の質向上、いじめへの対応などを提言をして、通常国会で教育

三法、または通知の見直し等が実現。第二次報告では、ゆとり教育等の見直しの具体策、

教育財政等について提言、そして骨太の方針に反映。教育学習指導要領の改訂の検討、９

月入学については、学校教育法施行規則の改正、それによって４月入学原則の撤廃、こう

いうものが行われたということで整理しております。これを表にしたらどうかという提言

もございますが、一応これで分かりやすく、前回は文章で書いておりましたので、見やす

く工夫したところでございます。 

 また、文章の最後のところに、地域経済の疲弊や家庭の教育力等、若者が自立できるよ

うという文章を加えております。フォローアップについては先ほどからございますけれど

も、最終報告に取りまとめていくということで、まとめております。 

 以上です。 
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○野依座長 ありがとうございました。 

 ご意見、葛西委員どうぞ。 

○葛西委員 先ほどお話したことですけれども、フォローアップという言葉は、非常に

弱々しいですよね。ですから、ここはやはり英語で言うところの「enforce」とか

「promote」とか、そのような実効性を持たせる言葉にしたほうがいいと思います。必ず

フォローアップというのはつくんですよね。しかしながら、実効性を持たせようと思った

ら、別の言葉でないとイメージがやや狂ってしまうのではないでしょうか。 

○山中副室長 これは今まで第一次報告からフォローアップについてもしっかりやるんだ

ということを書き込んでまいりましたので、その流れに沿ってといいますか。 

○野依座長 片仮名がよくないのでは。 

○小野委員 書きかえたほうがいい。 

○山中副室長 実行ということです。実現するためにということです。 

○野依座長 どうぞ。小野委員。 

○小野委員 一点よろしいですか。教育振興基本計画ですけれども、この前、文科省から

ご報告があったんですが、あれはとても教育振興基本計画と言えないようなものなので、

本当に。あれでは白書に過ぎないので、やっぱり教育振興基本計画をしっかり立てるとい

うのは必要なので、それはここのところでもしっかり書く必要が私はあると思うんですね。

教育振興基本計画、いいのを立てないと本当にだめなんですね。 

 例えば10年間で学校の耐震補強をちゃんとやるとか、あるいは10年間で英語教育を充実

して、英語で仕事ができる大学生をたくさんふやすとか、何か具体的な計画がないと、計

画とは言えない計画だと思いますので、これは項目をいっぱい書く必要はないので、10本

ぐらいのものをしっかり出して、教育基本法を改正して、教育振興基本計画を出し、そし

て再生会議が報告を出して本当に学校が変わったと思えるようなものをぜひやってほしい

と思います。 

○野依座長 ここに形容詞をつけるということですか。実効性のあるとか。 

○山中副室長 今の教育再生の着実な実行のところで、一次報告、二次報告、その次のパ

ラグラフのところで、昨年60年ぶりに改正された教育基本法を受け、現在、教育振興基本

計画の策定に向けて検討が行われているが、これまでの提言を踏まえるとともに、５年後、

10年後に目指す教育の姿を明確に示し、具体的に実効性あるような計画が策定されること、

これを求めたいと思うと。こういう文章を入れてはおります。 

○野依座長 ありがとうございます。 

 では品川委員お願いします。 

○品川委員 いただいたこの「教育再生の着実な実行」のところについてでございます。

最初の資料と少し変わっているので、先ほど表にしたらどうかという意見がございました

が、私もぜひこれはそうするべきだと思います。と言いますのも、これを書いていらっし

ゃる方、そして我々は一次報告、二次報告で、何が出たかということを知っておりますの
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で分かるのですが、三次報告から初めて読む人には何のことだかわからないという点がい

くつかあると思われます。情報の出し方としては不親切ではないかと考えます。せっかく

これだけの時間をかけて、いろいろな議論をしてまいったわけですから、一次報告でこう

いう話をし、それはこういう形になりました的なことが、一目でわかるような情報の見せ

方を、お忙しいとは思いますがぜひご検討いただければと思います。それが一点です。 

 もう一点では、先ほど入れていただいて非常に感謝すると申し上げた、このすべての子

供への投資が必要という点です。ここに、投資とございますが、その後ろに一言「法整

備」と入れていただけますと、助かる子供たちや若者たちが確実に増えると確信しており

ます。しつこくて本当に恐縮なんですが、今、すべての子供たち若者たちの将来の自立や

社会参加する権利、市民として生きる権利を視野にいれた総合的な法を整備して、教育を

含めた子供まわり若者まわりの環境を整えていきませんと、本当に大変なことになると危

惧します。どんどん経済格差、教育格差、地域格差が広がっています。保護者が熱心なら

親は子に投資するんですよ。そうではないワーキングプアとかニートとか日雇い雇用にな

っていくような子供、それから中退、引きこもり、不登校から立ち上がれない子供たちの

自立する権利を国がちゃんと保障しなければ誰がやるのか。環境や保護者、気質的なもの

を子供は選べない。でもそういった諸要因が職業的自立を阻むリスクとなり、社会的に排

除されやすい子供たち若者たちを作っていく現実がすでにあるのです。そこをどうするの

かというところを踏まえて、必ず法整備を検討すると入れてください。お願いいたします。 

 それからフォローアップという単語ですが、私も分かりにくいと考えます。なぜわざわ

ざカタカナ用語にする必要があるのか、よくわからないのですが、これは一般的な言葉な

のでしょうか？ 紙媒体、雑誌ではできるだけカタカナ用語を使わず、和語漢語など日本

語で表現しようとしますが。ここは監督とか、追跡とか、分析・検証というような感じに

したほうが読者に伝わるのではないかと考えます。以上です。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 全体について、特に各論についてご意見賜りましたけれども、冒頭に白石委員のほうか

ら、総論に関する見ばえといいますか、インプレッションの問題でご意見がございました。

ざっとごらんになって総論について各論のアブストラクトではありますけれども、ご意見

いただければと思います。 

 では川勝委員どうぞ。 

○川勝委員 冒頭の「はじめに」のところは池田座長代理が苦心していい文章にしていた

だき、わかりやすい。けれども「社会総がかりで教育再生を」という、従来と同じタイト

ルですね。もう一つは、骨子案では「自立と共生」と書かれていますね。自立と共生は、

福田内閣にかわって、最初の教育再生会議でこれでいくことになったと存じます。その場

合、自立と共生は、こういう抽象的な内容ではなくて、もう少し明確な、つまり共生は地

域間の格差があるので都市と地方との共生を課題にするという内容でした。それから自立

は、これはまさか日本の自立ということをではありますまい。子供たちの自立という面も
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ありますけれども、これはやはり弱っている地域の自立という面が強いと思います。 

 そういう意味では、今の教育再生がなぜ必要かというと、100年前の教育の自立のとき

には、国の自立がポイントでした。そのために近代教育が必要だということでした。今は

目標は達成して、新しい目標は、各地域が自立的な教育ができるようにすることです。地

域は国際化と地域の再生という形で出てきています。それを踏まえますと、もう少し工夫

ができると思います。副題に、「学校、家庭、地域、企業、行政が一体となって」とあり

ますが、地域だけが浮いていると思います。これは地域住民のつもりでしょうけれども、

地域は地理的概念でもあり、学校は先生、家庭は親、企業は企業人、行政は行政主体、こ

れは人ですね。一方、地域は、そうしたものを全部含みます。学校、地域、企業行政の主

体が一体になって、すべての子供たちに「地域ぐるみ」で公教育を再生すると書けばいい

と思います。 

 それから、各論の初めに、基本的な考え方の一番最後の段落で、「教育の再生のために

は学校のみならず、家庭、地域社会、企業社会、団体、行政、メディアなど、あらゆる層

の人」と書かれれています、ここで社会は「地域社会」と「企業社会」にだけつけられて

いますが、家庭社会、団体社会、行政社会という言い方はしません。ですからこれは家庭、

企業、団体、行政、メディアなど、あらゆる層の人々が教育のコンサルティングをし、社

会総がかり、地域ぐるみで取り組むということにして、地域の自立を、あるいは都市と地

方との格差のある中で、地域の自立性を強調する書き方に変えたほうがいい。ソサエティ

ーは基本的に人です。家庭、企業、団体、行政、メディア、つまり社会と、それと地域ぐ

るみということで、私は今回の教育再生の基本的な目的の一つは、地域自立、地域分権を

可能にするための人材の育成だと思っております。 

○野依座長 どうもありがとうございます。 

 では中嶋委員どうぞ。 

○中嶋委員 時間がないので簡単にしますけれども、さっきの各論のところで、ちょっと

だけ、高等教育の卒業者の質の担保のところ、民間機関による学力試験の実施等の仕組み

をつくる。これは大学生の品質確保にも重要なことなんですけれども、前に議論の中に、

ＳＡＴのことなんか入っていましたよね。アメリカのScholastic Assessment Testなん

ですけれども、それなどを参考にしつつというような言葉をちょっと入れていただくとい

いんではないかというふうに思います。 

 それから全体の整合性なんですけれども、やはりだれかが静かに夜一人、何時間かかけ

て読むということがないと、皆さん非常に多様な意見がここまで収れんされて、とてもよ

かったと思うんですけれども、ですから野依座長がお忙しければ、池田座長代理にちょっ

と二、三時間ずっと静かに読んでいただかないと、どうもあちこち継ぎはぎしていますの

で、あるいは小野委員あたりでも手伝っていただいたらと思います。 

○野依座長 では小宮山委員どうぞ。 

○小宮山委員 ３点です。１つは７つの柱の「学力向上」のところですね。この中の英語
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教育の抜本的改革の次に、「大学と教育委員会のネットワークにより」ということが入っ

ていますが、ちょっと大事なことがひとつの文章に２カ所も出てくるのはおかしいですよ

ね。 

それから、先ほどの「大学・大学院の抜本的な改革」のところは、先ほどももうしま

したように、これは大幅に変えていただきたい。勇ましければいいというものではない。

特に、大学の個性化が大事、と言っているときに、一律に何かを押しつけるようなことを

書くべきではない。これは再三再四申し上げたことであります。 

 それから、やっぱりお金のことをお金、お金と言って恐縮ですけれども、これは財政の

措置がなくてできるわけはないんですから、やはり財政のことを高等教育のところにきち

んと書いていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

○池田座長代理 「はじめに」の部分について、川勝委員からもご意見をいただいたとこ

ろですが、当初案の見出しは「自立と共生の社会を目指し」となっておりました。確かに

福田総理の言葉でありますし、我々としましても「自立と共生の社会を目指す」べきだと

思います。ただ、我々は教育という立場から「自立と共生」という言葉を解釈して使うべ

きであって、このままの形ですと社会のあるべき姿、あるいは国のあるべき姿まで、我々

が提言しているように解されるのではないかと懸念します。従いまして、我々は「自立と

共生」を教育の見地からどう具現化させるかということに焦点をあて、それが明確にご理

解いただける形でまとめるべきであろうと思います。そうした意味で若干修正させていた

だいたわけであります。その点、ご理解いただけたらと思います。 

 また、いろいろとご意見をいただきましたが、全体のまとめ方につきまして後ほど野依

座長からもお話があると思いますが、現状、また歴史的な背景があるものを変えていくた

めにはドラスティックな提言も必要でありましょう。しかしながら、実をとるという意味

で、もう少しやわらかく主張する項目もあってしかるべきだと思います。すべてがすべて

ドラスティックという形ではなくて、メリハリをつけることも必要であると思います。大

変僭越ではございますが、皆様からいただきましたご意見を、運営委員会で責任を持って

全体の整理をさせていただき、25日に臨ませていただけましたらと思っております。ご理

解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

○野依座長 どうもありがとうございました。 

 今日は大変ありがとうございました。今後の予定は、今お話にございましたように、12

月25日の総会に、第三次報告の成案を提出ということになっております。 

 本日は皆様から大変貴重な意見をいただいたわけでございますけれども、あるいは時間

が不十分で申し残されたことがあろうかと思いますので、ご意見をいただきたいと思いま

す。運営委員の方々とも相談いたしました上で、ぜひ成案の作成につきましては、座長で

あります私と、池田座長代理にご一任いただきまして、25日の総会にかけさせていただき
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たい、こういうふうに思っております。 

 よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○野依座長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

 冒頭でも申し上げておりますけれども、本日の資料、第三次報告の案は回収させていた

だきますので、机上に置いたままご退席いただけますようにお願い申し上げたいと思いま

す。 

 本日の審議は以上となりますけれども、最後に山谷総理大臣補佐官、何かございますで

しょうか。 

○山谷総理補佐官 どうもありがとうございました。第一次報告書、第二次報告書でも、

多くのものが実現してきていると思います。これから運営委員会を開いて、第三次報告も

豊かな実りがある報告書になるように、最後の詰めをしていきたいと思います。 

 今回、たびたび出ましたけれども、まだまだ実現していない宿題がいっぱいあるわけで

ございまして、フォローアップというか推進体制、これが大切なことになっていくと思い

ます。教育はちっとも変わっていないじゃないかという意見もありますけれども、随分変

わったという意見もまたあるわけでございまして、皆様のお力、ありがとうございました。 

○野依座長 ありがとうございました。 

 それでは本日の合同分科会は、閉会させていただきます。本日は皆様、大変お忙しいと

ころありがとうございました。 

―了― 


